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はしがき 

予備試験，司法試験，法科大学院入試においては，基本的事項

に関する知識，理解があることを前提として，その応用力を問う

問題が毎年のように出題されています。限られた試験時間内でそ

のような応用問題に対応するためには，基本的事項について，あ

らかじめ十分な準備をしておく必要があります。本教材は，その

準備に役立てていただくツールとして，各論点の論証例を提示し

たものです。

収録されている論証例の中には，一見して長大なものも存在し

ます。学習意欲の維持という点からすると，すべての論証が簡略

化されている方がよいのかもしれません。しかし，簡略化が過ぎ

ると，結論のみの暗記と大差のないものとなってしまい，他者か

らの評価に結びつかない独りよがりの「論証パターン」に陥る危

険性があります。

高い評価を勝ち取る論証を展開するためには，正しい理解が必

要です。そして，その理解の対象は，条文・判例・通説的学説と

いった重厚な内容を有する文章群となります。理解の対象が重厚

である場合，必要以上に簡略化をすることは，恣意的な改悪でし

かありません。

以上のような観点から，論点によっては長めの論証例を提示し

たものもありますが，これをそのまま自分の論証とする必要はあ

りません。我々が提供するものは，あくまでも「土台」です。ご

自身で，自分が使い易いようにエッセンスを抽出し，カスタマイ

ズする作業を行うことが大切です。ラインマーカーなどで印をつ

けたり，下線を引いたりして，キーワードやロジックの流れを押

さえておけば，直前期の総復習にも役立つ実践的な論証集となる

でしょう。



本教材の特長 

１ 基本的かつ重要な論点をセレクト 

効率的な学習に役立てていただけるよう，本教材では，予備

試験，司法試験，法科大学院入試での出題が予想される基本的

かつ重要な論点を厳選して取り上げています。 
 

２ 判例・通説ベースの論証を豊富に記載 

大前提となる基本論点と関連する重要論点とを区別して記載

し，膨大な数にのぼる論証群をわかりやすく整理しました。各

論点に対する論証は，≪問題提起≫と≪論証≫のかたちで示し

てあります。 
≪問題提起≫では，なぜその論点が問題になるのかを端的に

示しています。また，≪論証≫は，判例または通説をベースと

したものを用意しました。ラインマーカーなどで印をつけたり，

下線を引いたりして，キーワードやロジックの流れを押さえる

ようにしてください。 
 
３ 関連知識，関連過去問，関連判例の記載 

必要に応じて，各論点に関連する知識や考え方の≪ポイント≫

を欄外に記しています。また，関連過去問として新旧の司法試

験及び予備試験の出題年度を記載したほか，関連判例について

も年月日と百選番号を記載しています。 
 
４ 定義集と完全リンク 

各論点が体系上どこに位置づけられるのかを意識しながら学

習していただくため，定義集における関連箇所につき，該当ペ

ージを「⇒定 p.○○」と表記しています。また，本教材内での

関連箇所については，該当ページを「⇒p.○○」と表記していま

す。 
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